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D-338

解体工事において、既存杭は杭頭のみ撤去とし、その他は存置

するものと考えて宜しいでしょうか。

Ｄ-３３８、Ｄ-３４０、Ｄ-３４９　に記載しているとおり栗石から下部３００ｍｍ

程度の

範囲まで既存杭の撤去を行います。

4

D-207

移動備品リストに記載のある備品の移動　及び　増築工事完成

後の引越しに伴う備品の移動は、別途と考えて宜しいでしょう

か。

本工事に含みます。

3

D-154～155

改修工事において、廊下部分が改修範囲の為、仮設間仕切り

設置位置が不明です。具体的な仮設間仕切り設置位置を御指

示下さい。

質疑事項 回　　　　答No

Ｄ-125

サイン工事内訳において、Ｓ-08の寸法がＷ900×Ｄ25×Ｈ900と

なっていますが、Ｄ-125図ではＷ200×Ｄ25×Ｈ200となっていま

す。

Ｄ-125図通りと考えて宜しいでしょうか。

Ｄ-１２５　Ｓ-０８詳細図を正として下さい。

質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第55号 件　　　　名 豊中市立第四中学校校舎改築工事

Ｄ-２０８、２０９、２１０、２１１　を参照下さい。

1

D-086

部分詳細図-3、A22で暗幕入カーテンボックスはW-200となって

いますが、内訳では180×80となっています。

詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。

Ｄ-０８６　Ａ２２詳細図を正として下さい。

2



撤去は不要です。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076

　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225

　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

7

D-357.359

図面ではバックネット基礎の表記はありますが、内訳の項目に

はありません。

地中部撤去はあるものと考えて宜しいでしょうか。

地中部撤去は本工事です。

8

D-360

内訳において、T-27テニスネット・支柱撤去及びT-29木杭撤去

とありますが、図面D-360で×となっております。

撤去不要と考えて宜しいでしょうか。

6

D-357

とりこわし内訳において、間知石撤去が1ｍとなっておりますが、

Ｄ-357図の藤棚の周辺部分を撤去すると考えて宜しいでしょう

か。

Ｄ-357　「藤棚」 周辺部の撤去です。


